
第４８号議案 

   足立区立小学校及び中学校の学校医､学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１９年２月２０日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区立小学校及び中学校の学校医､学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 足立区立小学校及び中学校の学校医､学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例（平成１４年足立区条例第２０号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第２項中「別表第１」を「別表」に改め、同条第３項各号列記

以外の部分中「第１号に該当する者」を「第１号に該当する扶養親族」

に、「５１７円」を「４８４円」に、「該当する者のうち２人までの者」

を「該当する扶養親族のうち２人までの扶養親族」に、「第２号に該当

する子」を「扶養親族である第２号に該当する子」に、「加算して得た

金額」を「加算して得た額」に改める。 

第８条第１項各号列記以外の部分中「傷病補償年金として、その状態

が継続している期間、別表第２に定める傷病等級に応じ、１年につき補

償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額」を「その状態が継続し

ている期間、傷病補償年金」に改め、同項第２号中「別表第２に」を「次

条第２項に規定する第１級から第３級までの各障害等級に相当するもの

として規則で」に改め、同条第３項中「別表第２」を「第２項各号」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各

号に掲げる傷病等級（前項第２号の傷病等級をいう。第４項において



同じ。）のいずれに該当するかに応じ、１年につき補償基礎額に当該

各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 

（１） 第１級 ３１３倍 

（２） 第２級 ２７７倍 

（３） 第３級 ２４５倍 

第９条第１項を次のように改める。 

障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った

場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存す

るとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第１級から第７級ま

での障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、

障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第８級から第１４

級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を

支給して行うものとする。 

第９条第７項中「別表第３中の」を削り、「等級」を「障害等級」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第６項中「等級」を「障害等級」に

改め、同項を同条第８項とし、同条第５項を削り、同条第４項中「等級」

を「障害等級」に改め、同項を同条第７項とし、同条第３項各号列記以

外の部分中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同項第１号から第３

号までの規定中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第２項中「別表第３に定める」を「障害等級に該当する」に、「障

害の等級」を「障害等級」に、「等級に」を「障害等級に」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加える。 

２ 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第１級

から第１４級までに区分するものとする。この場合において、各障害

等級に該当する障害は、規則で定める。 

３ 障害補償年金の額は、１年につき、次の各号に掲げる障害等級（前

項に規定する障害等級をいう。以下同じ。）に応じ、補償基礎額に当

該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 



 （１） 第１級 ３１３倍 

 （２） 第２級 ２７７倍 

 （３） 第３級 ２４５倍 

 （４） 第４級 ２１３倍 

 （５） 第５級 １８４倍 

 （６） 第６級 １５６倍 

 （７） 第７級 １３１倍 

４ 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基

礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。 

（１） 第８級 ５０３倍 

 （２） 第９級 ３９１倍 

 （３） 第１０級 ３０２倍 

 （４） 第１１級 ２２３倍 

 （５） 第１２級 １５６倍 

 （６） 第１３級 １０１倍 

 （７） 第１４級 ５６倍 

第１１条第１項各号列記以外の部分中「別表第４に」を「規則で」に

改め、同項第２号を次のように改める。 

（２） 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１

２項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施

設」という。）に入所している場合（同条第６項に規定する生

活介護（次号において「生活介護」という。)を受けている場合

に限る。） 

第１１条第１項に次の１号を加える。 

（３） 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施

設として区長が定めるものに入所している場合 

第１１条第２項第１号中「別表第４常時介護を要する状態の項に定め

る障害のいずれか」を「常時介護を要する程度の障害として規則で定め



るもの」に、「１０万４,９７０円」を「１０万４,５９０円」に改め、

同項第２号中「５万６,９５０円」を「５万６,７１０円」に改め、同項

第３号中「別表第４随時介護を要する状態の項に定める障害のいずれか

」を「随時介護を要する程度の障害として規則で定めるもの」に、「５

万２,４９０円」を「５万２,３００円」に改め､同項第４号中「２万８,

４８０円」を「２万８,３６０円」に改める。 

第１３条第１項第４号中「別表第３の第７級以上の等級に該当する程

度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若

しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上

の障害」を「規則で定める障害」に改める。 

付則第２条第１項中「障害の等級」を「障害等級」に改め、同条第２

項各号列記以外の部分中「第９条第６項」を「第９条第８項」に改め、

同項第１号中「等級」を「障害等級」に改め、同項第２号中「等級」を

「障害等級」に、「第９条第６項」を「第９条第８項」に、「同条第１

項」を「同条第３項」に改める。 

付則第３条第４項中「障害の等級」を「障害等級」に、「第９条第６

項」を「第９条第８項」に改める。 

別表第１中 

「 

6,606 円 8,322 円 1 万 685 円 1万2,413円 1万4,219円 1万5,501円 

5,444 円 6,435 円 7,745 円 9,198 円 1 万 548 円 1万1,853円 

                                」 

を 

「 

6,586 円 8,283 円 1万1,133円 1万2,665円 1万4,740円 1万5,680円 

5,427 円 6,418 円 7,978 円 9,708 円 1 万 954 円 1万2,158円 

                                」 

 



に改め、同表備考第４号中「別表第１」を「別表」に改め、同表を別表

とする。 

別表第２から別表第４までを削る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の足立区立小学校及び中学校の学校医、学校

歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第３条第３項、第

１１条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべ

き事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた

傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間にお

いて支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じ

たその他の公務災害補償については、なお従前の例による。 

 

 （提案理由） 

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準

を定める政令の改正に伴い、規定を整備する必要があるので、この条例

案を提出いたします。 


